
議 第 １ ６ 号 議 案 

 

「議案第９０号富士見市立市民総合体育館条例の一部を改正する条例の 

制定について」に対する附帯決議について 

「議案第９０号富士見市立市民総合体育館条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」に対する附帯決議を別紙のとおり、富士見市議会会議規則第１３条の規定によ

り、提出します。 
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提 案 理 由 

富士見市立市民総合体育館は拠点施設の一つとして重要であり、富士見市議会として

決議し、利用者の満足度向上を図るべく、この案を提出します。



 

「議案第９０号富士見市立市民総合体育館条例の一部を改正する条例の 

制定について」に対する附帯決議 

 

富士見市立市民総合体育館は、市の拠点施設の一つとして市民及び市政にとって重

要である。 

よって、市の財政は厳しい状況にあるが、利用者の満足度向上を目指し、引き続き

利用者をはじめとする市民意見を、指定管理者とも協議しながらきちんと反映させて

いくことを求める。 

ここに、決議する。 

 

 

平成２８年  月  日 

 

 

富士見市議会 

 


